
不登校対策について
校内教育支援センター設置

三股町教育委員会

誰一人取り残されない学びの保障に向けた三股町の不登校対策
～ 学校を「みんなが安心して学べる」場所に ～



１ 不登校の現状と課題
・ 全国及び本県の状況

・ 国の動向における「校内教育支援センター」

２ 本町における「校内教育支援センター」の必要性
・ 町内の不登校の状況から

・ 相談・支援の状況から

・ 校内教育支援センター設置による効果



不登校児童生徒数の推移（全国）〔平成３年度～令和５年度〕

文部科学省「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題調査に関する調査結果について」（令和６年１０月３１日）

346,482人

216,112人

130,370人



不登校児童生徒数の推移（宮崎県公立学校）〔平成２８年度～令和５年度〕

「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題調査に関する調査結果・分析等について」（宮崎県教育委員会）

（人）



不登校の「きっかけ要因」（文部科学省委託事業による調査結果から）

公益社団法人子どもの発達科学研究所・浜松医科大学子どものこころの発達研究センター
「文部科学省委託事業 不登校の要因分析に関する調査研究 報告書」（令和６年３月公表）

○ 不登校の児童生徒に関する教師、本人、保護者の三者間比較 （回答割合が高かった上位３項目を抜粋）

教師 児童生徒（本人） 保護者

１
学業の不振

４１．２％

不安・抑うつの訴え
７６．５％

不安・抑うつの訴え
７８．４％

２
宿題ができていない等

４０．５％

居眠り・朝起きられない・夜眠れない

７０．３％

体調不良の訴え

７６．５％

３
制服、給食、行事等への不適応

２３．２％

体調不良の訴え

６８．９％

居眠り・朝起きられない・夜眠れない

７４．７％

児童生徒（本人）の「きっかけ要因」に、早期かつ継続的に対応するための
校内での相談・支援体制の構築・充実を図ることが必要



文部科学省 「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策（COCOLOプラン）」（令和5年3月31日）

「校内教育支援センター」について

（ＳＳＲ）
スペシャル・サポート・ルーム

不登校から学校復帰する段

階にある児童生徒や、不登校

の兆候がみられる児童生徒が、

学校内において、自分に合っ

たペースで学習・生活できる

環境（居場所）

（適応指導教室）



10.9%

校内教育支援センターの設置促進・機能強化事業 （令和７年度要求・要望額） １４億円（新規）



校内教育支援センターの設置による効果

○ 学校内での学習拠点を設置・整備して提供することで、不登校から学校復帰する段
階にある児童生徒や、不登校の兆候がみられる児童生徒が早期の段階において、
学校内で、安心して学習することや、相談支援を受けることが可能に

○ 校内教育支援センターの設置
・ ＳＣ・ＳＳＷ等の専門家と連携をしながら、相談支援を行う支援員を配置し、日常的
に、不登校傾向のある児童生徒に対して学習支援を行う

○ これまでの取組
・ ＳＣ・ＳＳＷの専門家の配置及び活用
・ 生徒指導実践加配教員（不登校課題）による相談・支援体制
・ 学年室・保健室等を活用した居場所づくり
・ 適応指導教室「サンライトルーム」による学習や生活の支援や相談対応
・ フリースクールへの訪問（通級児童生徒の状況及び活動状況の把握）

学校には行けるが、自分の学級
に入りづらい児童生徒が、学校内
の居場所を確保し、不登校を未然
に防止するとともに、不登校児童
生徒の復帰を支援することが必要


